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第
一
節
滝
川
市
の
文
化
財

滝
川
市
で
は
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
に
滝
川
市
文
化
財
保
護
条
例
(条例第

一二
六号)

を
制
定
し
た。
こ
の
条
例
の
趣
旨
は、
国
の
文
化
保
護
法
(昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
一
四号)

の
規
定
に
よ
り、
滝
川
市
の
区
域
に
所
在
す
る
文
化
財
の

う
ち
、
国
又
は
道
の
指
定
す
る
も
の
を
除
き
、
滝
川
市
に
と
っ
て
重
要
な
も
の

の
保
全
及
び
活
用
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講じ
、
も
っ
て
市
民
文
化
の
向
上
に

資
す
る
も
の
で
あ
る
と
な
って
い
る
。

な
お、
こ
の
条
例
に
も
と
づ
いて
、
滝
川
市
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則(市

教
育
委
員
会
規
則)も

公
布
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
、
滝
川
市

文
化
財
保
護
審
議
会
規
則
と
改
正
さ
れ、
現
在
は、
こ
の
文
化
財
保
護
審
議
会

委
員
が
そ
の
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。

滝
川
市
の
文
化
財
は
現
在
ま
で
に
第
六
号
ま
で
指
定
さ
れ
て
い
る
。

第
一
号

高
畑
利
宜
資
料
(滝
川
市
郷
土
館
所
蔵
)

昭
和
五
十
六
年
一
月二
十
六
日
指
定

北
海
道
開
拓
功
労
者
で
あ
り、
三
浦
米
蔵
と
と
も
に
滝
川
草
創
の
一人
で
も

あ
る
高
畑
利
宜
の
生
涯
に
わ
た
る
北
海
道
開
拓
の
遺
記
録
で
あ
る
。

高
畑
利
宜
は
幕
末
に
京
都
で
生
ま
れ
討
幕
に
参
加、
維
新
後
は
北
海
道
開
拓

使
庁
に
勤
め
上
川
開
発
に
力
を
そ
そ
ぎ
成
果
を
挙
げ
退
官
し
た
後、
滝
川
市
に

文化財第3号華月館

叁
金典

金
銭
文
係
團

文化財第2号屯田兵第2大隊
第3中隊文書

永
住
し、
市
の
形
成
と
発
展
の
た
め
に

尽
く
し
た
。
彼
の
残
し
た
ぼ
う
大
な
関

係
文
書
は
嗣
子
宜
茂
に
よ
り
整
理、
市

に
寄
贈
さ
れ、
滝
川
は
も
と
よ
り
北
海

道
開
拓
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
と

な
って
いる
。
こ
の
う
ち
、
特
に
上
川

探
険
遺
記
録
は、
昭
和三
十
一
年
に
北

海
タ
イ
ム
ス
社
が
募
集
し
た
北
海
道
文

化
財
百
選
の
第
一
位
に
選
ば
れ
て
い
る
。

屯
田
兵
第
二
大
隊
第
三
中
隊
文
書
(滝
川
市
郷
土
館
所
蔵
)

第
二
号

昭
和
五
十
六
年
一月
二
十
六
日
指
定

明
治
八
年
か
ら
同
三
十
二
年
ま
で
、
全
道
に三
七
の
屯
田
兵
村
が
設
置
さ

れ、
全
国
各
地
か
ら
応
募
し
た
屯
田

兵
は
厳
し
い
軍
律と
艱
難
辛
苦
に
耐

え
な
が
ら
北
辺
の
警
備
と
北
海
道
開

拓
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
関
係
文
書
は
軍
隊
組
織

に
お
け
る
記
録
文
書
の
た
め、
昭
和

二
十
年
の
終
戦
時
に
各
地
で
廃
棄
さ

れ
た
が、
本
郷
土
館
所
蔵
文
書
は
兵

村
小
学
校
に
保
存
さ
れ
て
い
た
た
め

処
分
を
免
れ
た
貴
重
な
も
の
で
、
兵

籍
、
誓
文、
処
罰
録
に
至
る
ま
で
重
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要
文
書
六
〇
点
が
公
開
(一
部非
公
開)さ

れ
て
い
る
。

第
三
号

華
月
館
(滝
川
市
文
京
町
一丁
目
一
番)

昭
和
五
十
六
年
一
月
二
十
六
日
指
定

こ
の
建
築
物
は、
三浦
屋
二
代
目
の
三浦
庄
作
が
旧
御
料
局
滝
川
出
張
所
の

払
い
下
げ
を
受
け
邸
宅
の
奥
座
敷
と
し
て
増
築
し
た
も
の
で、
後
に
三
浦
華
園

の
貴
賓
室
と
し
て
各
界
名
士
に
利
用
さ
れ
た
。
建
築
は
和
洋
折
衷
様
式
で、
数

々
の
調
度
品
と
と
も
に、
明
治
か
ら
大
正
初
期
の
重
厚
さ
と
格
調
の
高
さ
を
保

って
い
る
。
滝
川
ホ
テ
ル
三
浦
華
園
の
増
改
築
に
際
し
市
に
寄
贈
さ
れ、
現
在

地
に
移
転
、
復
元
し
た
も
の
で
、
市
の
郷
土
館
分
館
で
も
あ
る
。

滝
川
産
海
牛
化
石
(
滝川
市
美
術
自
然
史
館
蔵
)

昭
和
五
十
六
年
一
月
二
十
六
日
指
定

文化財第4号滝川産 海牛化石

昭
和
五
十
五
年
八
月
十
日、
本
市
空
知
川
で
推
定
五
百
万
年
前
の
海
牛
の
化

石
が
発
見
さ
れ
た
。
調
査
の
結
果、

こ
の
化
石
海
牛
は
こ
れ
ま
で
に
報
告

さ
れ
て
い
な
い
属
位
未
詳
の
新
種
と

し
て
、
海
牛
目
の
新
た
な
系
統
が
考

え
ら
れ
る
貴
重
な
化
石
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た。
北
海
道
の
天
然
記
念

物
に
も
指
定
さ
れ、
美
術
自
然
史
館

建
設
の
端
緒
と
も
な
り、
現
在
は
世

界
各
国
の
海
牛
標
本
(模型)

と
と
も

に
同
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

第
五
号

屯
田
兵
屋
(滝川

市江

文化財第5号屯田兵屋

部
乙
町
東
十
一
丁
目
)

滝
川
市
農
村
環
境
改
善

セ
ン
タ
ー
敷
地
内

昭
和
五
十
六
年
九
月
一

日
指
定

屯
田
兵
屋
は、
兵
村
計
画
に
よ
り

碁
盤
の
目
の
よ
う
に
造
ら
れ
た
道
路

に
沿
っ
て
規
則
正
し
く
配
置
さ
れ
た

木
造
平
屋
建
の
建
築
物
で
あ
る
。
内

部
は、
屯
田
兵
が
軍
事
と
農
事
を
兼

ね
て
い
た
こと
か
ら
農
家
の
形
態
と

な
っ
て
い
る
。

滝
川
屯
田
四
四
〇
戸
、
江
部
乙
屯
田
四
〇
〇
戸
が
建
設
さ
れ
た
が、
建
設
以

来
九
十
年
以
上
を
経
て
原
型
を
と
ど
め
る
も
の
が
全
く
な
く
な
っ
た
の
で、
開

拓
当
時
の
生
活
を
偲
ぶ
た
め
に
復
元
し
た
重
要
な
文
化
財
で
あ
る
。

牧
羊
石
造
サ
イ
ロ(滝川

市
江
部乙
町
丸
加
山
山
頂
付
近)

昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
六
日
指
定

大
正
十
二
年、
滝
川
種
羊
場
(現
滝川
畜
産試
験
場)
に
緬
羊
一、
〇
〇
〇
頭
の

冬
期
飼
料
庫
と
し
て
建
造
さ
れ
た
。
札
幌
軟
石
づ
く
り
、
円
錐
屋
根
つ
き
の
こ

の
サ
イ
ロ
は
昭
和
四
十
七
年
七
月
ま
で
の
約
五
〇
年
間、
立
派
に
そ
の
務
め
を

果
た
し
て
き
た
が
老
朽
化
し
危
険
な
た
め
使
用
中
止
と
な
っ
て
い
た
。
往
時
は

珍
し
いも
ので
は
な
か
っ
た
石
造
サ
イ
ロも
、
今
で
は
稀
少
価
値
と
な
り
、
滝

川
の
歴
史
を
物
語
る
文
化
財
と
し
て
丸
加
山
に
移
転
復
元
さ
れ、
周
囲
の
牧
歌

第
四
章
文
化
財
・
史
跡
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文化財第6号 牧羊石造サイロ

的
景
観
に
い
っそ
う
の
彩
り
を
添
え

て
い
る。

で、
前
面
に
は
史
跡
の
名
称、
裏
面
に
は
建
立
年
月
日
と
滝
川
市
建
立
の
文
字

が
彫
り
こ
ま
れ
て
いる
。
この
事
業
は、
昭
和
四
十
八
年
から
始
め
ら
れ、
平

成
二
年
十
一
月
末
ま
で
に
は
五
三
か
所
に
標
柱
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

本
節
で
は、
こ
れ
ら
を
七
つの
部
門
に
分
け
て
、
史
跡
の
い
わ
れ
に
つ
い
て

の
あ
ら
ま
し
を
記
載
し
た。

な
お、
説
明
の
中
で、
標
柱
に
番
号
を
付
し
て
あ
る
が、
こ
れ
は
文
化
財
保

護
審
議
会
が
指
定
し
た
番
号
で
な
く、
建
立
し
た
順
番
を
示
す
整
理
番
号
で
あ

る
こ
と
を
付
記
す
る
。
ま
た、
昭
和
四
十
八
年
以
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は、

こ
の
規
格
標
柱
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
が
建
て
た
も
の
を
市
の
史
跡
と

認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
節
史
跡
標
柱

市
文
化
財
保
護
審
議
会
で
は、
滝
川
市
文
化
財
の
指
定、
保
護
と
あ
わ
せ
て

市
内
に
散
在
し
て
い
る
史
跡
の
調
査
と
保
存
に
つ
と
め
て
い
る
。

こ
れ
は、
滝
川
市
の
開
基
以
来、
街
の
発
展
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
官
公
庁

や
諸
団
体
等
の
建
造
物、
各
種
事
業
場
の
跡
が、
時
代
の
変
遷
に
つ
れ
て
移

転
、
あ
る
い
は
閉
鎖
し
た
こ
と
に
よ
り
姿
を
消
し
、
そ
の
歴
史
的
な
事
実
も
消

滅
し
て
し
ま
う
こと
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
る
。

市
で
は、
こ
の
文
化
財
保
護
審
議
会
の
方
針
に
基
づ
い
て、
こ
れ
ら
の
史
跡

に
標
柱
を
建
立
し
て
い
る
(市
教育
委
員
会
が
担
当)。

標
柱
は、
高
さ
八
五
セ
ン
チ、

一辺
が
一八
セ
ン
チ
の
白
御
影
石
の
四
角
柱

1
行
政
に
関
す
る
史
跡

滝
川
村
戸
長
役
場
跡
(明
神
町二
丁
目
一
番
中
央
警
察
官
派
出
所
隣
)

(滝
川
市
史
跡
第
五
号、
昭
和
四
十
八
年
標
柱
建
立)

明
治
五
年
の
地
方
制
度
改
革
に
基
づ
い
て
戸
長
役
場
制
度
が
で
き
た
が、
北

海
道
は
こ
の
制
度
の
除
外
地
で
あ
り、
滝
川
村
が
置
か
れ
戸
長
役
場
が
設
置
さ

れ
た
の
は
明
治
二
十
三
年
で
あ
る
。
戸
長
役
場
で
は、
国
の
委
任
事
務
と
戸
籍

事
務、
教
育
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
って
い
た
が、
兵
村
は
軍
部
に
属
し
、
戸

長
は
屯
田
兵
以
外
の
行
政
に
当
って
い
た
。

碑
は、
先
に
郷
土
研
究
会
が
木
碑
で
建
て
て
い
た
も
の
を
、
昭
和
四
十
八
年

市
が
石
碑
に
建
て
替
え
た
も
の
で、
開
村
以
来
の
輝
か
し
い
自
治
の
歴
史
を
彩

っ
た
滝
川
戸
長
役
場
の
名
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

江
部
乙
村
役
場
跡
(江
部乙
町
西
十二
丁
目
一番

滝
川
消
防
署
江
部乙
支
署
正
面)

704



(滝
川
市
史
跡
第
三
〇
号、
昭
和
五
十
五
年
標
柱
建
立)

江
部
乙
村
が
滝
川
村
か
ら
分
村
し
た
明
治
四
十
二
年
当
時
は、
仮
庁
舎
と
し

て
十
三
丁
目
に
あ
った
屯
田
兵
時
代
の
事
業
場
を
充
て
た
り
、
中
隊
本
部
の
建

物
を
改
造
し
て
庁
舎
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
村
の
発
展
に
伴
う
行
政
事
務
の

複
雑
化、
吏
員
数
増
加
に
よ
る
狭
隘
な
ど
か
ら
、
中
隊
本
部
敷
地
よ
り
国
道
側

に
新
庁
舎
が
建
設
さ
れ
た
。
庁
舎
が
建
て
ら
れ
た
の
は、
庁
舎
新
築
建
議
案
が

可
決
さ
れ
て
から
五
年
後
の
大
正
七
年
で
あ
った。

こ
れ
は、
学
校
校
舎
の
増

築
な
ど
に
よ
る
出
費
が
嵩
ん
だ
た
め
の
財
政
難
に
よ
る
と
言
う
。

2
屯
田
兵
に
関
す
る
史
跡

屯
田
兵
第
二
大
隊
本
部
跡
(滝
の
川
西
一
丁
目
国
道
十
二
号
線
歩
道
橋
西
側
浅
山
正
家

所
有
地
)

(滝
川
市
指
定
史
跡
第
六
号
昭
和
四
十
八
年
標
柱
建
立
)

国
道
十
二
号
線
を
北
進、
二
の
坂
を
上
り
き
る
少
し
手
前
の
西
側
に
あ
る
。

明
治
二
十
三
年、
第
三
中
隊、
第
四
中
隊
に
よ
る
大
隊
本
部
が
こ
の
地
に
置

か
れ、
碑
の
建
っ
て
いる
と
ろ
が
大
隊
本
部
入
口
の
通
路
と
な
っ
て
い
た
。

屯
田
兵
は
こ
こ
で
米
や
塩
菜
料、
故
郷
か
ら
の
郵
便
な
ど
を
受
領
し
た
ので

あ
る
。
ま
た、
こ
の
一
角
に
火
薬
庫
が
あ
り、
製
糸
工
場
も
建
て
ら
れ
て
い

た
。屯
田
兵
将
校
官
舎
跡(一

の
坂
町
西二
丁
目
第
一
小
学
校
前
庭
北
側)

(滝
川
市
史
跡
第
十
七
号
昭
和
五
十
一
年
標
柱
建
立)

滝
川
兵
村
の
将
校
官
舎
は
樺
戸
集
治
監
に
よ
り
建
て
ら
れ、
屯
田
兵
幹
部
が

入
居
し
て
い
た。
当
時
の
中
隊
長
に
は
多
く
の
権
限
が
委
ね
ら
れ
、
そ
の
職
務

は
軍
事
面
だ
け
で
な
く
広
く
行
政
面
に
も
及
び、
実
質
的
に
は
兵
村
の
統
治
者

で
あ
っ
た。

屯
田
兵
下
士
官
官
舎
跡
(滝
の川
町
西
七丁
目
一
番
滝
川
農
協
敷
地
南
側
)

(滝
川
市
史
跡
第
十
四
号
昭
和
五
十
年
標
柱
建
立)

滝
川
屯
田
の下
士
官
の
官
舎
は
西
六
丁
目
の
屯
田
北
小
学
校
に
隣
接
し
て
建

て
ら
れ
て
い
た。
こ
れ
ら
下
士
官
は
屯
田
兵
と
し
て
入
植
し
た
の
で
は
な
く
、

屯
田
本
部
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
軍
曹
、
曹
長
た
ち
で
あ
っ
た
。

屯
田
兵
第
二
大
隊
練
兵
場
跡(二

の
坂
町
東三
丁
目
青
年
体育
セ
ン
タ
ー
正
面
)

(滝
川
市
史
跡
第
七
号
昭
和
四
十
八
年
標
柱
建
立)

明
治
二
十
三
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
移
住
し
た
屯
田
兵
の
新
兵
教
育

は、
八
月
か
ら
こ
の
練
兵
場
で
始
めら
れ、
そ
の
後
は
教
練
・
演
習
の
ほ
か
諸

行
事
に
も
使
わ
れ
た
。
な
お、
こ
の
場
所
は
屯
田
兵
制
度
廃
止
後、
幾
多
の
変

遷
を
経
て、
今
は
そ
の
一
部
が
滝
の
川
運
動
公
園
と
な
って
い
る
。
か
つ
て
屯

田
兵
が
全
力
を
尽
く
し
て
教
練
に
励
ん
だ
練
兵
場
は、
今
日
次
代
を
担
う
青
少

年
を
は
じ
め
市
民
の
心
身
鍛
練
の
場
、
憩
の
場
と
し
て
新
た
な
歩
み
を
続
け
て

い
る。
屯
田
兵
射
的
場
跡(南

滝
の
川
五〇
〇
空
知土
地
改
良区
敷
地)

(滝
川
市
史
跡
第
十
八
号
昭
和
五
十
一
年
標
柱
建
立
)

屯
田
兵
は
北
門
の
警
備
と
北
海
道
開
拓
の
役
割
を
兼
ね
て
い
た
。
従
っ
て
日

常
武
術
兵
事
の
訓
練
を
行
い、
併
せ
て
開
墾
料
稼
に
従
事
し
有
事
の
際
に
は
戦

列
に
加
わ
った
。
小
銃
や
銃
剣
な
ど
の
装
備
は
貸
与
さ
れ
て
お
り
、
銃
はピ
ー

ポ
マ
ル
チ
ニ
ー
銃
で、
こ
の
射
的
場
に
お
い
て
射
撃
訓
練
を
行
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

江
部
乙
屯
田
兵
中
隊
本
部
之
地
(江
部
乙
町
西
十二
丁
目
空
知
土
地
改
良
区
事
務
所
敷
地
)
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第
十三
編
生
活と
文
化

(滝川
市
史
跡
第
一
号
昭
和
三
十
九
年
江
部乙
屯
田
兵
親
交
会
建
立)

江
部
乙
開
拓
の
歴
史
は、
明
治
二
十
七
年
四
〇
〇
戸
の
移
住
に
よ
っ
て
始
ま

り
、
南
兵
村(の

ち
の
第
一
中
隊)、

北
兵
村(の

ち
の第二

中
隊)に
編
成
さ
れ
た
。

こ
の
両
兵
村
の
本
部
が
隣
接
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
併
合
し
て
約

一
万
坪
の
敷
地
に
両
中
隊
本
部
が
設
置
さ
れ、
厳
し
い
軍
律
の
下
に
軍
事
・
行

政
・
医
療
の
事
務
を
分
担
し
て
行
っ
て
い
た。
屯
田
兵
の
現
役
満了
と
と
も
に

中
隊
本
部
も
解
散
し
た
が
、
そ
の
建
物
は
公
的
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ、
郷
土

の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

江
部
乙
屯
田
兵
練
兵
場
之
地
(
江
部
乙
町
西
十
一丁
目
元
北
辰
中
学
校
グ
ラ
ン
ド
、
と
ん

田
公
園
)

(滝川
市
史
跡
第二
号
昭
和
三
十
九
年
江
部
乙
屯
田
兵
親
交
会
建
立)

江
部
乙
町
南
一
条
通
り
の
児
童
小
公
園
に
あ
る
〝決
死
の
標々
の
近
く
に、

"屯
田
兵
練
兵
場
之
地々
と
書
か
れ
た
軟
石
の
碑
が
建
っ
て
い
る。
この
附
近

は
小
さ
な
起
状
地
帯
や
湿
地
帯
も
あ
り、
南
北
両
兵
村
の
練
兵
に
は
格
好
の
場

所
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
訓
練
の
厳
し
さ
は
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
、

そ
の
辛
苦
の
歴
史
は
時
を
超
え
て
語
り
継
が
れ
、
今
な
お
尊
い
史
蹟
と
し
て
子

孫
の
中
に
生
き
て
い
る
。

江
部
乙
屯
田
兵
射
的
場
之
地
(江
部乙
町
東
十三
丁
目
緑
寿
園
敷
地
)

(滝
川
市
史
跡
第三
号
昭
和三
十
九
年
江
部
乙
屯
田
兵
親
交
会
建
立)

軍
事
教
練
の
重
要
な
科
目
で
あ
る
射
撃
演
習
の
好
適
地
と
し
て、
東
十
四
丁

目
東
一
線
通
り
の
東
側
の
土
地
が
射
的
場
に
指
定
さ
れ
た。
屯
田
兵
は
こ
こ
で

訓
練
に
励
み
本
道
開
拓
と
北
門
警
備
と
い
う
任
務
の
重
責
を
果
たし
た
の
で
あ

る
。
碑
は、
江
部
乙
町
開
基
七
十
周
年
記
念
事
業
の
一環
と
し
て、
中
隊
本
部

之
地、
練
兵
場
之
地
の
碑
と
と
も
に、
江
部
乙
屯
田
兵
親
交
会
に
よ
っ
て
建
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

江
部
乙
屯
田
兵
官
舎
跡
(江
部
乙
町
東
十
二
丁
目
市
職
員
住
宅
敷
地
)

(滝川
市
史
跡
第十三

号
昭
和
四
十
九
年
標
柱
建
立)

国
道
十二
号
線
か
ら
江
部
乙
神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
そ
の
参
道
を
約
五
〇

メ
ー
ト
ル
ほど
行
く
と
左
側
にこ
の
碑
が
あ
る
。
こ
の
付
近
は、
当
時
の
屯
田

官
舎
の
中
で
も
中
隊
長
以
下
幹
部
の
官
舎
が
あ
った
こ
と
から
、
誰
言
う
と
な

く
将
校
官
舎
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。

3
交
通
・
運
輸
・
治
水
・
通
信
に
関
す
る
史
跡

空
知
川
渡
船
場
跡
(新
町
地
先
空
知川
緑
地
造
成
工
事
敷
地
)

(滝
川
市
史
跡
第
十
九
号
昭
和
五
十
一
年
標
柱
建
立)

空
知
川
渡
船
は、
上
川
仮
道
路
の
工
事
に
必
要
な
物
資
の
供
給
と
人
の
空
知

川
渡
し
の
た
め
必
要
と
な
り、
三
浦
米
蔵
(現
在の
滝川
ホテ
ル三
浦
華
園
の
創
設
者
)

が
明
治
十
九
年
許
可
を
得
て
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
上
川
と
の
往
復
に
高
官
紳

士
が
渡
り、
そ
の
後
架
け
ら
れ
た
仮
橋が
洪
水
に
よ
り
流
失
し
た
た
め、
滝
川

以
北
の
永
山、
江
部
乙
屯
田
移
民
の
来
住
は
み
な
こ
の
渡
船
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
由
緒
あ
る
渡
船
で
あ
る
と
と
も
に、
上
川
開
拓
の
一
助
を
果
た
し
た
と
も

言
え
る
。
明
治三
十
八
年
本
格
的
な
鉄
橋
の
着
工、
翌
三
十
九
年
十
二
月
竣工

に
伴
い、
四
十
年
から
は
渡
船
の
必
要
が
な
く
な
り
廃
止さ
れ
た
。

望
月
橋(涙

橋)跡
(明
神
町
四
丁
目
一番

中
山
組
敷
地
)

(滝川
市
史
跡
第
十
六
号
昭
和
五
十
年
標
柱
建
立)

涙
橋
と
は、

「涙
を
も
っ
て
死
者
と
別
れ
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
。

現
在
で
は
ほと
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
が、
明
治
・
大
正
から
昭
和
中
期
ご
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ろ
ま
で
は、
葬
儀
の
際
、
会
葬
人
は
火
葬
場
ま
で
葬
列
を
つく
っ
て
い
た
。
当

時
こ
の
附
近
に
は
望
月
川
と
蛇川
と
い
う二
つ
の
川
が
流
れ
て
い
た
が、
柩
の

後
に
続
く
見
送人
は、
この
望
月
橋
の
所
で
立
ち
止
ま
り
合
掌
礼
拝
し
死
者
と

別
れ、
柩
は
こ
こ
か
ら
近
親
者
少
数
に
見
守
ら
れ
て
火
葬
場
に
向
か
っ
た。
そ

こ
で
、
こ
の
橋
の
こ
と
を
涙
橋
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

石
狩
川
五
九
号
渡
船
場
跡
(中
島
町
排
水
機
場
南
側
)

(滝
川
市
史
跡
第二
十
八
号
昭
和
五
十
四
年
標
柱
建
立
)

滝
川
の
新
波
止
場
(現
在
の
有
明
町
滝
川
駅
裏
)
と
新
十
津
川
の
徳
富
を
結

ぶ
私
設
の
渡
船
場
で
明
治二
十二
年
に
は
渡
船
を
始
め
て
い
た
。
こ
の
渡
船
は

明
治二
十
一
年
の
増
毛
道
路
開
削
に
あ
た
っ
て
滝
川
に
渡
る
道
路
と
定
め
た
も

の
で、
新
波
止
場
か
ら
筋
違
い
通
り
を
経
て
上
川
道
路
に
通
じ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

明
治三
十
五
年
石
狩
川
橋
が
で
き
て
か
ら
も
、
新
十
津
川
市
街
へ
の
近
道
と

し
て
利
用
度
が
高
く
、
また
冬
期
に
は
流
れ
の
ゆ
る
い所
に
氷
橋
が
つ
く
ら
れ

た
。
そ
の
後
、
国
鉄バ
ス
の
運
行
や、
石
狩
川
の
切
替
工
事
な
ど
が
あ
り
、
利

用
者
も
少
な
く
な
った
の
で、
昭
和二
十
五
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
た。

石
狩
川
波
止
場
跡
(
有
明
町
大
栄
産
業
K
K
事
務
所
向
い
側
)

(滝
川
市
史
跡
第
十
号
昭
和
四
十
九
年
標
柱
建
立)

道
滝々
浜
線
地下
道
の
西
町
上
り
口
か
ら、
す
ぐ
左
手
の
道
路
を
西
南
に
行

く
と
銀
川
と
の
出
合
い
の
近
く
にこ
の
碑
が
建
って
い
る
。
滝
川
の
草
創
期、

用
材
や
日
常
生
活
物
資
な
ど
の
多
く
は
こ
の
波
止
場
に
荷
揚
さ
れ
賑
わ
った。

そ
の
後、
鉄
道
の
開
通
や
交
通
機
関
の
発
達
に
つ
れ
て
次
第
に
衰
微
し
、
本

流が
切
り
変
わ
っ
て
か
ら
は
全
く
船
影
が
消
え
て
し
ま
った。

そ
の
昔
、
蒸
気

船
、
帆
船
の
往
来
で
賑
わ
った
こ
の
波
止
場も
、
今
は
そ
の
形
跡
す
ら
識
別
す

る
に
難
し
い
状
態
で
、
市
民
か
ら
も
す
っか
り
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
り、
往

時
茫
々
の
感
ひ
と
し
お
で
あ
る
。

兵
村
三
丁
目
渡
船
場
跡
(西三

丁
目
地
先
)

(滝
川
市
史
跡二
十
七
号
昭
和
五
十
四
年
標
柱
建
立
)

新
十
津
川
村
上
徳
富
方
面
へ
入
地
す
る
こ
と
に
な
った
人
の々
た
め
に、
明

治
二
十
四
年
滝
の
川
西三
丁
目
か
ら
上
徳
富
へ通
ず
る
渡
船
場
が
設
け
ら
れ

た
。
丸
木
舟
に
よ
る
渡
船
で
、
新
十
津
川
で
は
上
徳
富
渡
船
場
と
い
っ
て
い

た
。
(滝
川
市
史下
巻
六
〇
八
頁
で
は、
滝
の
川
西
三
丁
目
渡
船の
名
称
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
)

明
治三
十
年
か
ら
は
私
設
と
な
り
移
住
民
の
連
帯
管
理
の
も
と
に
大
正
十
四
年

ご
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

伏
古
渡
船
場
跡
(江
部
乙
町
西
十
二
丁
目
地
先
)

(滝
川
市
史
跡
第二
十
六
号
昭
和
五
十
四
年
標
柱
建
立
)

西
十
二
丁
目
と
西
十
三
丁
目
の
中
間
地
点
か
ら
雨
竜
村
伏
古
を
結
ぶ
渡
船
場

で
あ
っ
た。
伏
古
に
は
ア
イ
ヌ
の
集
落
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
丸
木
舟
を
持
っ
て

お
り
依
頼
さ
れ
る
と
川
を
渡
っ
て
い
た
が、
明
治
二
十
三
年
に
雨
竜
に
組
合
農

場
が
開
か
れ
入
植
者
も
増
え
て
商
人
の
往
来
も
あ
り、
更
に二
十
七
年
に
は
江

部
乙
屯
田
の
入
植
に
よ
り
渡
船
が
必
要
と
な
っ
た
。
明
治二
十
八
年
に
は
ア
イ

ヌ人
か
ら
丸
木
舟
を
譲
り
受
け
て
渡
し
て
い
た
が
荷
馬
車
を
渡
す
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
馬
舟
(板
舟)を
つ
く
っ
て
渡
し
た
と
い
う
。

こ
の
渡
船
も
、
昭
和
四
十
年
江
竜
橋
完
成
に
伴
い
廃
止
と
な
っ
た
。

幌
倉
渡
船
場
跡
(東
滝
川
一
丁
目
一
番
国
道三
八
号
線
東
側)

(滝
川
市
史
跡
第
二
十
九
号
昭
和
五
十
五
年
標
柱
建
立)

滝
川
で
は
一
番
最
後、
道
内
で
も
一、
二
を
競
う
最
後
の
渡
船
場
で
あ
っ
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た
。

第
十
三
編
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明
治
四
十
年
道
庁
の
認
可
を
受
け、
滝
川
の
幌
倉(東
滝川)と

中
赤
平
九
号

(赤平市
住吉)を

結ぶ
渡
船
で、
小
田
島
兵
助・
善
助
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
営

業
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
息
子
の
善
助
は
父
の
遺
言
ど
お
り
誠
意
を
も
っ

て
渡
船
を
守
り
、
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
る
利
用
者
の
減
に
も
屈
せ
ず
、
滝
川

市
と
赤
平
市
か
ら
の
助
成
金
や
地
域
住
民
の
存
続
要
望
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
営

業
を
続
け
た
が、
つ
い
に
昭
和
五
十
一
年、
空
知
川
堤
防
完
成
を
期
に
廃
業
し

た。
昭
和
五
十
二
年
三
月
三
十
一日
滝
川
市
長、
赤
平
市
長
連
名
で
永
年
の
苦

労
に
対
し
感
謝
状
を
贈
り
労
を
ね
ぎ
ら
い、
ま
た
翌
五
十
三
年
春
の
叙
勲
に
際

し
善
助
は
勲
七
等
青
色
桐
葉
章
に
輝
く
栄
誉
に
浴
し
た
の
で
あ
る
。

空
知
太
駅
逓
跡
(新
町三
丁
目
一
番
ニトリ

・
ナ
カノ
敷
地)

(滝
川
市
史
跡
第
四
号
昭
和
四
十
八
年
標
柱
建
立)

鉄
道
が
開
通
さ
れ
る
ま
で
の
交
通
機
関
は
船
と
馬
で
あ
った
。
そ
の
馬
を
乗

り
継
ぐ
た
め
の
旅
館
を
兼
ね
た
施
設
が
駅
通
で
あ
っ
た
。
高
畑
利
宜
は
道
庁
属

を
退
官
後、
美
英
舎
を
設
立
し
て
明
治二
十
二
年
に
忠
別
太、
音
江
法
華、
空

知
太、
奈
井
江、
岩
見
沢
の
五
ヶ
所
に
駅
通
設
置
を
請
願、
認
可
さ
れ
た。

こ
れ
ら
の
駅
逓
は
北
から
順
に
番
号
を
つ
け、
空
知
太
駅
逓
は
第三
美
英
舎

と
な
っ
た。
当
時
駅
通
で
は
本
来
の
業
務
の
ほ
か
に、
役
場
の
仕
事
や
郵
便
の

中
継
ま
で
す
る
な
ど
初
期
の
開
拓
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
明
治
三
十
一
年
に
上
川
鉄
道
が
開
通
さ
れ
る
に
及
ん
で、
こ
れ
ら
の

駅
逓
の
使
命
は
終
わ
り
廃
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
現
在、
空
知
太
駅
通
跡

に
は、
そ
の
所
在
を
示
す
石
碑
が
建
っ
て
い
る
だ
け
で
往
時
を
偲
ぶ
も
の
は
何

も
残
っ
て
は
い
な
い
。

旧
滝
川
駅
舎
跡
(栄
町三
丁
目
十二
番
駅
前
駐
車
場入
口)

(滝
川
市
史
跡
第二
十
四
号
昭
和
五
十三
年
標
柱
建
立)

空
知
太
駅(奈

江
村
南
空
知太・

現
砂川
市)は、

明
治三
十
一年
鉄
道
上
川
線
の

開
通
と
と
も
に
移
転
し
、
滝
川
駅
と
改
称
さ
れ
現
在
の
滝
川
駅
よ
り
も
若
干
南

側
に
建
て
ら
れ
た
。
これ
が
旧
滝
川
駅
舎
で
あ
る
。
交
通
運
輸
の
増
大
に
伴
い

次
と々
そ
の
設
備
を
拡
張
し
て
い
った
が、
大
正
十
四
年、
駅
舎
と
構
内
の
狭

隘
の
た
め、
現
在
の
位
置
に
改
築
し
た。
し
か
し、
そ
の
駅
舎
も
老
朽
化し
た

た
め
昭
和
三
十
七
年
新
改
築
を
行
い、
ま
た
駅
前
広
場も
昭
和
五
十
四
年
に
造

成
公
園
化
さ
れ
る
な
ど
、
滝
川
市
の
表
玄
関
と
し
て
の
役
目
を
担
って
い
る
。

旧
江
部
乙
駅
舎
跡
(江
部
乙
町
西
十
丁
目
十
三
番
)

(滝川
市
史
跡
第二
十
五
号
昭
和
五
十三
年
標
柱
建
立)

鉄
道
上
川
線
の
開
通
に
伴
い、
明
治三
十
一
年
西
十
丁
目
と
西
十
一丁
目
の

中
間
地
点
に
木
造
平
屋
建
で
建
て
ら
れ
た
が
、
こ
の
位
置
は
飲
料
水
も
悪
く、

道
路
の
開
削
や
家
屋
の
建
築
に
適
さ
な
い
泥
炭
地
で、
駅
周
辺
の
発
展
に
期
待

が
持
て
な
い
こと
か
ら
、
明
治
三
十
四
年
に
現
在
地
に
移
転
し
た
。

大
正
十
五
年
駅
舎
老
朽
に
よ
り、
わ
ず
か
北
方
に
移
し
て
改
築、
更
に
昭
和

二
十
七
年
狭
隘
の
た
め
新
改
築
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

滝
川
郵
便
局
舎
跡
(明
神
町
一丁
目三
番
N
T
T
滝
川
営
業
所
敷
地
)

(滝
川
市
史
跡
第
十
五
号
昭
和
五
十
年
標
柱
建
立
)

滝
川
郵
便
局
は、
明
治
二
十
三
年
空
知
太
駅
逓
庁
舎
の
一
角
で
業
務
を
開
始

し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
数
回
の
移
転
後、
昭
和
十
九
年
に
材
木
通
北
三
丁

目
(現
電
報
電
話局
所
在
地)に

移
転
し
、
郵
便
業
務
と
併
せ
て
電
信
電
話
業
務
も
取

扱
った
。
そ
の
後
老
朽
化
し
て
新
築
す
る
に
際
し
て、
滝
川
市
の
官
庁
街
整
備

構
想
に
基
づ
い
て
昭
和
四
十
九
年
に
現
在
地(大
町二
丁
目)に

新
築
移
転
し
た。

江
部
乙
郵
便
局
舎
跡
(江
部
乙
町
東
十二
丁
目
一番

黒
田
家
所
有
地)
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(滝
川
市
史
跡
第三
十
四
号
昭
和
五
十
六
年
標
柱
建
立)

江
部
乙
に
お
け
る
郵
便
業
務
は、
移
住
当
時
滝
川
郵
便
局
の
集
配
区
内
と
し

て
取
扱
わ
れ
た
の
で
非
常
に
不
便
を
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
郵
便
局
の
設
置
に

つ
い
て
逓
信
局
に
請
願
し
、
明
治
三
十
二
年
一
月
普
通
三
等
郵
便
局
と
し
て
設

置
認
可
を
得
て、
郵
便
事
務
及
び
集
配
事
務
の
み
で
業
務
を
開
始
し
た。

明
治三
十
五
年
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
た
め
移
転、
そ
の
後
二
度
移
転
を
重

ね、
昭
和
五
十
年
現
在
地
に
新
築
移
転
し
て
業
務
を
行
って
い
る
。

二
の
坂
郵
便
局
跡
(二
の
坂
町
東三
丁
目
坂
下
勉
宅
前
)

(滝川
市
史
跡
第
四
十二
号
昭
和
五
十
九
年
標
柱
建
立)

二
の
坂
方
面
の
開
発
に
つ
れ
て
戸
口
が
増
加
し
た
の
で、
滝
の
川
一
円
の
利

便
を
は
か
る
た
め
明
治
四
十
二
年
三
月
、
滝
の
川
通
り
四
丁
目
二
の
坂
下
に
無

集
配
局
を
開
設
し
、
元
屯
田
兵
で
物
品
販
売
業
を
営
ん
で
い
た
山
田
蒔
次
郎
が

初
代
局
長
に
任
命
さ
れ
た。
そ
の
後
一の
坂
方
面
の
戸
数
増
加
に
伴
い
、
昭
和

七
年
一
の
坂
中
腹
に
局
舎
を
移
転
「滝
川
一
の
坂
郵
便
局
」
と
改
称
し
た
。

更
に
昭
和二
十
三
年
に
本
通
一丁
目
に
移
転
「
滝
川
本
町
郵
便
局
」
と
改

称
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
本
町
六
丁
目
に
局
舎
を
新
設
移
転
し
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

旧
空
知
川
堤
防
跡
(新
町三
丁
目
六
番
文
化
セ
ン
タ
ー
前
庭
)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
八
号
昭
和
五
十
八
年
標
柱
建
立
)

わ
じ
ゅ
う

融
雪
期
の
沿
岸
冠
水、
台
風
に
よ
る
氾
濫
な
ど
多
年
に
わ
た
る
滝
川
の
水
害

防
止
の
た
め
大
正
十
二
年
起
工、
翌
十
三
年
完
成し
た
。
この
提
防
は
、
全
国

的
に
も
数
少
な
い
「輪
中
堤
防
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で、
そ
の
後
度
発々
生
し

た
堤
外
の
水
害
に
も
、
市
街
地
区
を
完
全
に
守
り
市
民
の
安
全
を
確
保
し
た
。

し
か
し
、
空
知
川
上
流
ダ
ム
の
建
設、
堤
防
の
整
備
な
ど
で
融
雪
期
の
洪
水

第
四
章
文
化
財
・
史
跡

は
な
く
な
り
、
ま
た
市
街
地
の
拡
張
も
影
響
し
て、
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
新

し
く
空
知
川
沿
い
に
堤
防
が
築
か
れ
た
た
め、
こ
の
輪
中
堤
防
の
必
要
性
が
失

わ
れ
て
き
た
。
この
た
め
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
か
ら
国
道
十
二
号
線
以
北
の

堤
防
を
撤
去
し
て
、
そ
の
跡
を
立
派
な
主
要
幹
線
道
路
と
し
、
更
に
五
十
四
年

か
ら
国
道
以
南
も
撤
去
し
て
道
路
を
造
成、
空
知
町、
中
島
町
方
面
へ
の
幹
線

道
路
と
し
た
。
この
標
柱
は、
こう
し
た
歴
史
的
経
過
を
秘
めた
も
の
で
あ

り
、
滝
川
の
発
展
を
無言
の
う
ち
に
語
って
いる
ので
ある
。

4
治
安
に
関
す
る
史
跡

札
幌
警
察
署
滝
川
分
署
跡
(大
町二
丁
目二
番
市
立
病
院
敷
地
)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
三
号
昭
和
五
十
六
年
標
柱
建
立)

明
治
二
十
三
年
滝
川
村戸
長
役
場
内
に
空
知
警
察
署
の
空
知
太
巡
査
駐
在
所

が
設
置
さ
れ
た
が、
こ
れ
は
屯
田
兵
村
以
外
の
市
街
地
区
住
民
を
対
象
と
す
る

警
察
で
あ
っ
た。
そ
の
後、
明
治二
十
八
年
滝
川
村
に
札
幌
警
察
署
滝
川
分
署

が
設
置
さ
れ、
村
有
志
から
寄
付
を
募
り
屯
田
兵
屋
を
移
転
改
築
し
た
庁
舎
が

建
て
ら
れ
た
。
この
分
署
は
、
滝
川
、
奈
江
村
地
区
(現
砂川
、
歌
志
内、
奈
井
江
、

上
砂
川
、
赤
平、
芦
別
を
含
む)と
、
新
十
津
川
村
を
管
轄
し
た
。

明
治
二
十
九
年
に
は
岩
見
沢
警
察
署
滝
川
分
署
と
な
り
、
滝
川
警
察
署
に
昇

格
し
た
の
は
大
正
五
年
一
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

旭
川
区
裁
判
所
滝
川
出
張
所
跡
(一
の
坂
町
西二
丁
目
滝
川
第
一小
学
校
南
裏
地
)

(滝川
市
史
跡
第四
十
四
号
昭
和六
十
年
標
柱建
立)

明
治三
十
二
年
四
月
一
日
札
幌
区
裁
判
所
滝
川
出
張
所
が
開
庁
さ
れ
た
が、

出
張
所
で
は
登
記
事
務
のみ
を
取
扱
い、
裁
判
関
係
は
札
幌
ま
で
出
向
か
な
け
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第
十
三
編
生
活と
文
化

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
同
出
張
所
は
明
治三
十
四
年
開
庁
の
旭
川
区

裁
判
所
の
管
轄
下
に
移
り、
更
に
大
正
八
年
七
月
か
ら
は
岩
見
沢
区
裁
判
所
の

管
轄
下
に
置
か
れ
た
が、
そ
の
業
務
内
容
は
依
然
と
し
て
同
じ
で
あ
り
長
く
不

便
が
続
い
た
ので
あ
る
。
戦
後
法
改
正
に
よ
り
昭
和二
十二
年
に
滝
川
簡
易
裁

判
所
に
昇
格、
更
に
町
民
有
志
の
努
力
に
よ
り
昭
和
三
十二
年
現
在
の
札
幌
地

方
裁
判
所
滝
川
支
部
設
置
の
運
び
と
な
り、
多
年
に
わ
た
る
不
便
が
解
消
さ
れ

る
よう
に
な
った
。

江
部
乙
巡
査
部
長
派
出
所
跡
(
江
部乙
町
東
十
二
丁
目
)

(滝
川
市
史
跡
第
五
一号

昭
和
六
十
三
年
度
標
柱
建
立)

明
治
三
十
五
年
十
月
に
江
部
乙
地
区
の
治
安
維
持
の
た
め、
江
部
乙
東
十
二

丁
目
北
側
の
村
有
住
宅
第三
号
の
四
と
称
し
た
一
戸
建
て
を
あ
て
た
の
が
始
ま

り
で
あ
る
。
そ
の
後、
大
正
十
一
年
一月
に
北
辰
小
学
校
の
向
い
側
に
移
転、

更
に
昭
和
五
十
一
年
旧
江
部
乙
郵
便
局
舎
を
改
造
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
標
柱
は、
最
初
の
駐
在
所
跡
地
で、
バ
ス
停
付
近
に
建
って
い
る
。

江
部
乙
東
巡
査
駐
在
所
跡
(江
部
乙
町
十
七丁
目
旧
東
陽
地区
)

(滝
川
市
史
跡
第
五
三
号
平
成
元
年
度
標
柱
建
立)

大
正
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日、
江
部
乙
村
東
陽
地
区
の
治
安
維
持
の
た
め

江
部
乙
東
巡
査
駐
在
所
が
配
置
さ
れ
た
。
近
年、
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
機

動
性
の
あ
る
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で、
昭
和
四
十
六
年
五
月
十
三

日
で
閉
鎖、
約
五
〇
年
に
及
ぶ
駐
在
所
の
幕
を
閉じ
た
。

滝
川
滑
空
訓
練
所
跡
(南
滝
の
川
三
六三
‒‒二

道
立
中
央
試
験
場
原
種々
農
場
庁
舎
敷
地
)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
五
号
昭
和
五
十
七
年
標
柱
建
立)

太
平
洋
戦
争
の
際、
勝
敗
の
鍵
と
な
る
制
空
権
を
握る
に
は
優
秀
な
飛
行
機

と
操
縦
兵
が
不
可
決
で
あ
った
。
国
民
の
航
空
熱
は
高
ま
り、
滝
川
で
は
空
知

管
内
の
青
年
学
校、
国
民
学
校
の
生
徒
の
航
空
訓
練
を
行
う
と
こ
ろ
と
し
て
、

滑
空
訓
練
所
が
十
九
年
に
開
所
さ
れ
た。
訓
練
期
間
は
一
か
月
、
グ
ラ
イ
ダ
ー

二
機
に
よ
っ
て
厳
し
い
訓
練
が
行
わ
れ
た
が、
終
戦
と
と
も
に
そ
の
姿
を
消
し

た
。

5
教
育
に
関
す
る
史
跡

滝
川
屯
田
南
小
学
校
跡
(二
の
坂
町
西
一
丁
目
一
番
滝
川
工
業
高
校
敷
地
内
)

(滝
川
市
史
跡
第
十
二
号
昭
和
四
十
九
年
標
柱
建
立)

屯
田
兵
本
部
は、
南
滝
川
兵
村
の
子
弟
教
育
の
必
要
を
感
じ
、
移
住
し
た
そ

の
年
の
明
治二
十
三
年、
こ
の
地
に
学
校
を
建
て
た
。
教
員
は
四
人
、
児
童
は

一
三二
人
で
あ
っ
た。
そ
の
後、
屯
田
北
小
学
校
と
統
合
移
転し
、
私
立
滝
川

小
学
校(現

第二
小学
校)と
し
て
発
足
す
る
ま
で
の二
年
間
と
い
う
短
い
期
間
の

学
校
で
あ
っ
た
が、
滝
川
市
教
育
の
草
創
と
な
った
意
義
深
い
学
校
で
あ
る
。

滝
川
屯
田
北
小
学
校
跡(滝

の
川
町
西
六
丁
目
九
五
九
桝
田
家
所
有
地)

(滝
川
市
史
跡
第
八
号
昭
和
四
十
八
年
標
柱
建
立)

明
治二
十
三
年、
北
滝
川
兵
村
に
お
い
て
も
屯
田
兵
幹
部
の
努
力
に
よ
っ

て、
第
四
中
隊
の
子
弟
の
教
育
の
た
め、
屯
田
南
小
学
校
と
同
時
に
屯
田
北
小

学
校
が
開
校
さ
れ
た
が、
児
童
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
校
舎
が
狭
隘
と
な
り、

南
・
北
小
学
校
の
統
合
に
よ
る
校
舎
の
新
築(明治二

十
五年)に

よ
り
二
年
間
で

閉
校
と
な
っ
た
。

空
知
小
学
校
跡
(栄
町
一
丁
目
五
番
菱
友
ス
タ
ン
ド
敷
地
)

(滝
川
市
史
跡
第
九
号
昭
和
四
十
九
年
標
柱
建
立)

屯
田
南
北
小
学
校
の
統
合
に
よ
り
不
要
と
な
っ
た
南
小
学
校
の
校
舎
を
買
い
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受
け
増
改
築
し
、
明
治二
十
六
年
現
在
の
栄
町
一
丁
目
五
番
に
開
設
し
た
も
の

で、
当
時、
番
外
地
や
空
知
太
と
言
わ
れ
て
い
た
市
街
地
に
住
む
子
弟
の
教
育

の
場
と
な
っ
た
。
そ
の
後、
市
街
地
の
発
展
に
つ
れ
て
次
第
に
手
ぜ
ま
と
な

り
、
明
治
四
十
二
年
に
位
置
を
変
更
新
築
し、
滝
川
第
一
尋
常
小
学
校
と
改
称

さ
れ
た。
旧
校
舎
は、
空
知
太
分
校
と
し
て
残
さ
れ
た
が、
こ
れ
が
第
三
小
学

校
の
前
身
で
あ
る
。
空
知
小
学
校
は
い
わ
ば
第
一小
学
校、
第三
小
学
校
の
前

身
と
言
え
る
。

北
海
道
庁
立
滝
川
中
学
校
跡(一

の
坂
町
西三
丁
目
二
番
一
の
坂
児
童
公
園
内
)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
一
号
昭
和
五
十
五
年
標
柱
建
立)

大
正
九
年、
北
海
道
庁
立
滝
川
中
学
校
と
し
て
設
立
認
可
さ
れ
た
。
当
時

は
札
幌(二
校)、

小
樽、
函
館、
旭
川、
釧
路、
室
蘭
に
次
ぐ
道
内
八
番
目
の

中
学
校
で
あ
った。

こ
の
認
可
に
際
し
て、
岩
見
沢
も
設
立
を
希
望
し
て
い
た

が
、
当
時
岩
見
沢
に
は
空
知
農
業
学
校
も
既
に
設
立
さ
れ
て
い
る
な
ど、
道
議

会
で
も
論
議
が
高
ま
り、

一票
差
で
滝
川
に
凱
歌
が
あ
が
った
と
い
う
一
幕
も

あ
っ
た
。
滝
川
中
学
校
は、
戦
後
の
新
学
制
に
よ
り
昭
和二
十
三
年
道
立
滝
川

高
等
学
校、
同
二
十
五
年
道
立
滝
川
西
高
等
学
校
と
改
称
さ
れ
た
が、
昭
和
二

十
九
年
から
は
道
立
滝
川
工
業
高
等
学
校
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

北
辰
小
学
校
南
分
校
跡
(江
部
乙
町
西
九
丁
目
南
地
区
会
館
敷
地)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
九
号
昭
和
五
十
八
年
標
柱
建
立)

北
辰
小
学
校(現江

部乙
小
学
校)の

通
学
区
域
の
南
端
に
あ
た
る
西
八
丁
目
九

丁
目
方
面
か
ら
の
通
学
は、
距
離
が
遠
い
ば
か
り
で
な
く、
冬
季
の
交
通
途

絶
、
国
鉄
線
の
通
行
等
危
険
も
あ
り
、
住
民
か
ら
の
分
校
設
置
が
強
く
要
望
さ

れ
て
い
た。
昭
和
二
十
七
年
に
至
り、
議
会
議
決
を
経
て
建
築
が
具
体
化
さ

れ、
関
係
地
域
住
民
か
ら
校
舎
敷
地
及
び
教
員
住
宅
の
寄
付、
敷
地
整
備
等
の

労
力
奉
仕
を
得
て
実
現
を
み
た。
児
童
は
一
年
生
から
三
年
生
ま
で
の
低
学
年

を
対
象
と
し
て
い
た
が、
昭
和
五
十
年
北
辰
小
学
校
の
閉
校、
新
設
江
部
乙
小

学
校
へ
の
統
合
に
伴
い
閉
校
と
な
った
。

北
辰
小
学
校
北
分
校
跡(江

部乙
町
西
十
六
丁
目
北
地
区
福
祉
会
館
敷
地
)

(滝川
市
史
跡
第
四十
号
昭
和
五
十
八
年
標
柱
建
立)

北
辰
小
学
校
の
通
学
区
域
の
う
ち
北
端
に
位
置
す
る
西
十
六
丁
目、
十
七
丁

目
方
面
か
ら
の
通
学
は、
南
分
校
と
同
様
の
苦
労
が
多
く
教
育
上
の
効
果
に
及

「ぼす
影
響
が
多
か
っ
た。
この
こ
と
か
ら
、
南
分
校
と
同
様
の
経
過
を
経
て、

地
域
住
民
の
寄
付、
労
力
奉
仕
を
得
て
昭
和
二
十
七
年
開
校
し
た
。
対
象
児
童

も
南
分
校
同
様
低
学
年
と
し
た
。
昭
和
五
十
年
南
分
校
と
同
じ
く
閉
校
し
た
。

北
辰
尋
常
高
等
小
学
校
跡
(江
部
乙
町
東
十
一丁
目
改
善
セ
ン
タ
ー
前
)

(滝
川
市
史
跡
第
四
十
五
号
昭
和
六
十
年
標
柱
建
立)

明
治二
十
七
年
陸
軍
省
建
設
に
よ
る
校
舎
に
仮
教
室
を
設
置
し
、
滝
川
北
尋

常
高
等
小
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ、
同
二
十
九
年
北
辰
尋
常
高
等
小
学
校
と
改

称
、
三十
七
年
校
舎
を
改
築
し
た
。
大
正
十
四
年
四
月
校
舎
を
焼
失、
十
一
月

新
築
落
成
更
に
昭
和
九
年
増
改
築
し
た
。

そ
の
後、
大
正
十
五
年
から
江
部
乙
女
学
校
の
併
設
、
青
年
学
校
や
北
辰
中

学
校
を
併
置
す
る
な
ど
の
変
遷
を
経
た
が
校
舎
の
改
築
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め、
昭
和
四
十
年
代
に入
いる
と
築
後
五
〇
年
経
っ
た
校
舎
の
老
朽

化
が
目
立
ち
改
築
の
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
き
た。
ま
た、
南
・
北
両
分
校
や

東
陽
小
学
校
も
同
様
老
朽
化
し
て
お
り
、
加
え
て
過
疎
化
現
象
が
進
み
児
童
数

も
減
少
し
て
き
た
と
こ
ろ
から
、
総
合
的
な
対
策
が
望
ま
れ
て
い
た
。

昭
和
四
十
六
年
秋
に
な
っ
て、
こ
の
四
校
の
問
題
を
一気
に
解
消
す
る
た
め

に
四
校
統
合
の
気
運
が
高
ま
り
、
関
係
四
校
P
T
A
や
市
教
委
、
市
が
協
議
し
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第
十
三
編
生
活
と
文
化

た
結
果、
江
部
乙
町
東
十三
丁
目
に
移
転
新
築
す
る
こ
と
に
決
定
を
み
た
。

工
事
は、
昭
和
四
十
七
年
から
自
衛
隊
に
よ
る
整
地
が
始
ま
り、
四
十
八
年

か
ら
四
十
九
年
ま
で
三
期
に
分
け
て
新
築
工
事
が
進
めら
れ
五
十
年三
月
に
竣

工
し
た。
昭
和
五
十
年三
月
二
十
五
日
から
折
から
の
吹
雪
を
衝
い
て、
各
校

P
T
A
会
員
が
延
三
百
余
名
の三
日
間
に
わ
た
る
奉
仕
の
移
転
作
業
に
よ
り、

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
江
部
乙
小
学
校
と
新
し
い
校
名
の
も
と
に
開
校
さ

れ
た
ので
あ
る
。

滝
川
第
四
尋
常
小
学
校
跡
(東
滝
川
町三
丁
目
四
四
九
)

(滝川
市
史
跡
第三
十
五
号
昭
和
五
十
七
年
標
柱
建
立)

現
在
の
東
栄
小
学
校
の
前
身
で
あ
る
。
明
治三
十
六
年
下
幌
倉
に
六
戸
が
入

植、
翌三
十
七
年
僧
平
田
教
信
が
寺
小
屋
式
の
教
育
を
始
め
た
の
が
こ
の
学
校

の
起
源
で
あ
る
。
明
治
四
十
年、
幌
倉
特
別
教
授
所
と
し
て
公
式
に
設
置
さ
れ、

翌
四
十
一
年
滝
の
川
尋
常
高
等
小
学
校
幌
倉
分
教
場、
翌
四
十
二
年
に
は
本

校
の
名
称
変
更
の
た
め
滝
川
第二
尋
常
小
学
校
幌
倉
分
教
場
と
改
め
ら
れ
た。

大
正
十
一
年
四
月、
滝
川
第
四
尋
常
小
学
校
と
し
て
独
立、
同
十
五
年
に
は

高
等
科
を
設
置
し
た
。
昭
和二
十
二
年
に
新
制
中
学
校
や、
滝
川
東
高
等
学
校

幌
倉
分
校
等
を
併
置
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
七
年
東
栄
小
学
校と

校
名
を
変
更
し
た。
な
お、
昭
和
三
十
六
年
に
な
って
国
道三
十
八
号
の
整
備

事
業
に
際
し
て、
校
地
の
一
部
が
国
道
予
定
地
に
か
か
る
た
め
校
舎
を
移
転
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た。
そ
の
移
転
先
を
め
ぐ
って
若
干
経
緯
が
あ
った

が
結
局
現
位
置
に
落
着
い
た
。
昭
和三
十
八
年
十
一
月
現
校
舎
が
完
成
し
移
転

し
た
。

北
辰
中
学
校
跡
(江
部
乙
町
西
十
一
丁
目
)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
六
号
昭
和
五
十
七
年
標
柱
建
立)

昭
和二
十
二
年
の
新
学
制
実
施
に
伴
い、
北
辰
小
学
校
を
仮
教
室
と
し
て
発

足
し
た
。
独
立
校
舎
新
設
要
望
は
強
か
っ
た
が、
終
戦
直
後
の
こ
と
と
て、
財

政
も
苦
し
く、
ま
た
資
材
の
入
手
も
困
難
で
絶
望
視の
状
態
だ
っ
た
と
言
う
。

た
ま
た
ま
、
中
標
津
町
計
根
別
の
旧
陸
軍
兵
舎
の
払
い
下
げ
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
も
の
の
、
遠
隔
地の
た
め
解
体
・
輸
送
に
は
予
想
以
上
の
困
難
が
あ

っ
た。
そ
の
悪
条
件
を
克
服
し
、
二
十
三
年
十
一
月
着
工
、
二
十
四
年
八
月
落

成、
歓
喜
の
中
に
授
業
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
四
年
に
な
っ

て、
この
北
辰
中
学
校
と
東
陽
中
学
校
を
統
合
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
そ
の
位

置
も
旧
校
舎
よ
り
若
干
東
陽
中
学
校
寄
り
に
し、
校
名
も
江
部
乙
中
学
校
と
す

る
こ
と
に
な
った。

昭
和
四
十
五
年
十
一
月
新
校
舎
が
落
成
し、
両
校
が
移
転

し
、
こ
こ
に
統
合
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

め
ば
え
そ
ん
じ
ゆ
く

芽
生
村
塾
跡(江

部乙
町
東
十
三
丁
目
八
木
橋
隆
行
宅
地)

(滝川
市
史
跡
第四十

一号
昭
和
五十
九
年
標
柱
建立)

キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
た
社
会
救
済
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
賀
川
豊
彦

に
、
深
い
信
仰心
、
情
熱
と
実
践
力
を
認
め
ら
れ、
後
継
者
と
ま
で
考
え
ら
れ

て
い
た
横
山
春
一
(滝中
五
期生)が、

昭
和
七
年
か
ら
十
五
年
ま
で
江
部
乙
に
お

い
て
農
村
更
生
運
動
の
道
場
と
し
て
い
た
芽
生
村
塾
の
跡
で
あ
る
。

明
苑
中
学
校
跡
(花
月
町二
丁
目
五
番
)

(滝
川
市
史
跡
第
五〇
号
昭
和
六
十三
年
度
標
柱
建
立
)

終
戦
後
の
新
学
制
実
施
に
伴
い、
昭
和
二
十
二
年
五
月
一
日
町
立
滝
川
第
二

中
学
校
と
し
て
発
足
し
、
本
校
は
第三
小
学
校、
分
校
は
第
四
小
学
校
(現東

栄

小
学
校)
の
校
舎
一
部
を
仮
校
舎
と
し
て
開
校
し
た。

昭
和
二
十
四
年
四
月
十
日、
新
校
舎
第
一
期
工
事
は
九
分
通
り
完
成
し
た
が
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不
慮
の
災
害
で
全
焼し
、
再
び
校
舎
建
築
に
か
か
る
な
ど
の
不
幸
な
事
態
が
あ

っ
た。
昭
和
二
十
六
年
四
月、
第
三
期
工
事
が
竣
工
し
た
の
を
機
に
明
苑
中
学

校
と
校
名
を
変
更
し
た
。
そ
の
後、
学
習
面
は
も
ち
ろ
ん、
文
化、
体
育
の
面

で
も
活
躍
し
空
知の
有
名
校
と
し
て
の
評
判
が
高
い。

前
校
舎
建
築
後三
十
年
近
く
経
ち、
校
舎
の
老
朽
化
と
校
地
の
狭
隘
の
た
め

昭
和
五
十
五
年
に
新
町
四
丁
目
に
新
校
舎
が
完
成
し
、
東
栄
中
学
校
と
統
合
し

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

6
宗
教
に
関
す
る
史
跡

屯
田
兵
村
遙
拝
所
跡(二

の
坂
町
東
四丁
目
第
二
小
学
校
グラ
ン
ド
南
側
)

(滝
川
市
史
跡
第二
十
号
昭
和
五
十
二
年
標
柱
建
立)

屯
田
兵
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て、
ま
た
開
拓
守
護
の
神
と
し
て、
明
治

二
十
三
年
移
住
間
も
な
く
二
の
坂
東
側
の
小
高
い
場
所
(現第二

小
学
校
敷
地)
に

揺
拝
所
が
建
立
さ
れ
た
。
は
じ
め
は
兵
村
の
遥
拝
所
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

が、
番
外
地
住
民
の
希
望
も
あ
り、
滝
川
全
村
の
遥
拝
所
と
し
て
諸
神
の
霊
を

ま
つ
り、
村
の
発
展
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

み
た
ら
し

御
手
洗
川
跡
(二
の
坂
町
東
三
丁
目
滝
の
川
公
園
内
)

(滝
川
市
史
跡
第
二
十
一
号
昭
和
五
十
二
年
標
柱
建
立)

屯
田
兵
村
遥
拝
所
が
あ
っ
た
場
所
は、
巨
木
う
っ蒼
と
し
て
深
山
幽
谷
と
変

わ
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
遥
拝
の
祠
も
建
ち
、
炊
煙
の
に
ぎ
わ
う
沃
地

と
拓
け
て
い
っ
た
。
遥
拝
所
の
東
か
ら
は
清
流
が
流
れ、
二
の
坂
台
地
の
麓
を

通
り
石
狩
川
に
注
い
で
い
た
が、
祠
に
詣
で
る人
は、
ま
ず
こ
の
流
れ
で
口
を

第
四
章
文
化
財
・
史
跡

す
す
ぎ
、
手
を
清
め
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
と
言
う
。

現
在、
滝
の
川
公
園
の
中
を
流
れ
て
い
る
深
沢
川
の
当
時
の
呼
称
で
あ
る
。

空
知
神
社
跡
(明
神
町
一丁
目
六
番
平
和
公
園
内)

(滝
川
市
史
跡
第三
十
二
号
昭
和
五
十
六
年
標
柱
建
立)

明
治
二
十
八
年、
山
形
・
大
分
県
人
ら
移
住
民
の
敬
神
思
想
に
応
え
る
と
と

も
に
村
の
発
展
を
願
っ
て
祠
を
建
て
た
の
が
空
知
神
社
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

村
全
体
に
神
社
創
設
の
気
運
が
高
ま
り、
一の
坂
に
滝
川
神
社
が
建
立
さ
れ

て
か
ら、
こ
の
神
社
は
一旦
衰
微
し
た
が、
市
街
地
有
志
の
努
力
に
よ
り
稲
荷

神
社
と
し
て
再
興
し
遊
郭
地
区
な
ど
を
中
心
に
隆
盛
し
た
。
そ
の
後
、
沿
岸
神

社
・
沿
岸
相
馬
神
社
と
名
称
も
変
わ
っ
た
が、
現
在
は
空
知
交
通
神
社
と
称

し、
空
知
自
動
車
学
校(空
知町三

丁
目)用

地
内
に
移
築
さ
れ
「
交
通
守
護
の
神
」

他
二
柱
の
神
を
合
祀
し
、
交
通
事
故
絶
滅
の
祈
願
成
就
を
め
ざ
し
て
い
る
。

滝
川
神
社
発
祥
の
地(二

の
坂
町
西三
丁
目
灌
漑
溝
用
地)

(滝
川
市
史
跡
第
十
一
号
昭
和
四
十
九
年
標
柱
建
立
)

明
治
二
十
三
年、
開
拓
守
護
の
神
と
し
て二
の
坂
丘
上
に
諸
神
を
祀
る
遥
拝

所
が
建
立
さ
れ
た
。
これ
が
滝
川
神
社の
前
身
で
あ
り
、
滝
川
神
社
は
、
明
治

三十
年
こ
の
碑
の
あ
る
少
し
下
方
に
本
殿
が
建
立
さ
れ
た。
市
街
地
の
発
展
に

伴
い、
現
在
の
明
神
町
と
一
の
坂
町
に、
二
の
坂
神
社
の
遥
拝
所
が
そ
れ
ぞ
れ

造
営
さ
れ
た
が、
明
治三
十
六
年
滝
川
神
社
を
現
在
地
に
奉
遷
し、
他
の二
遥

拝
所
も
合
祀
さ
れ
た。
こ
れ
が、
現
在
の
滝
川
神
社
で
あ
る
。

忠
魂
碑
の
跡
(二
の
坂
町
東
三
丁
目
)

(滝
川
市
史
跡
第
四
十
六
号
昭
和
六
十
一
年
標
柱
建
立
)

明
治
三
十
七
・
八
年
の
日
露
戦
争
で
は
滝
川
・
江
部
乙
両
屯
田
兵
も
召
集
さ

れ、
満
州
や
北
韓
の
地
に
出
征、
戦
闘
に
参
加し
多
く
の
戦
死
者
を
だ
し
た
。
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(滝
川
地
区
で
は
屯
田
兵
一
〇
名、
屯
田
兵
以
外
五
名、
江
部乙
地
区
で
は
屯
田
兵
二
二

名、
以
外
四
名
で、
両
地区
合
計
四
一
名
で
あ
った)。

滝
川
村
で
は
戦
争
の
犠
牲
者
と
し
て
遠
く
異
国
の
地
で
没
し
た
多
く
の
戦
死

者
を
慰
霊
す
る
た
め
に
、
明
治三
十
九
年
五
月
五
日
、
二
の
坂
練
兵
場
に
お
い

て
合
同
村
葬
を
挙
行
し、
村
民
あ
げ
て
深
く
追
悼
の
意
を
表
し
た
。
そ
の
後
、

明
治
四
十二
年
江
部乙
が
分
村
以
後、
両
村
共
に
忠
魂
碑
を
建
立
し、
国
に
殉

じ
た
英
霊
を
顕
彰、
慰
霊
す
る
行
事
を
毎
年
実
施
し
て
き
た。

滝
川
地
区
で
は、
在
郷
軍
人
滝
川
分
会
が
中
心
と
な
り、
寄
付
を
募
り
大
正

三年
九
月
、
二
の
坂
練
兵
場(現

滝の川公
園入
口)に
忠
魂
碑
を
建
立
慰
霊
に
つ
と

め
た。
そ
の
後、
大
正
十
四
年
七
月、
こ
の
慰
霊
碑
を
滝
川
神
社
に
移
し
て
い

る
。
な
お、
江
部
地
区
で
は
大
正
二
年
に
在
郷
軍
人
江
部
乙
分
会
が
中
心
と
な

り
江
部
乙
神
社
境
内
に
慰
霊
碑
を
建
立
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

相
馬
神
社
跡
(空
知
町三
丁
目三
番)

(滝川
市
史
跡
第
四
十
八
号
昭
和
六
十二
年
標
柱
建
立)

神
社
開
設
以
来
百
年
たら
ず
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
変
遷
の
あ
った
神

社
は
珍し
い。
現
在
は
空
知
交
通
神
社
と
し
て、
そ
の
跡
を
と
ど
め
て
は
い
る

が、
そ
の
縁
起
は
明
治
三
十
年
に
朔
る
の
で
あ
る
。
二
の
坂
遥
拝
所
を
一の
坂

に
奉
遷
し
滝
川
神
社
を
建
立
す
る
問
題
が
紛
糾
し
た
挙
句、
市
街
地
有
志
が
諮

っ
て
明
神
町
一
丁
目
に
祠(空

知
神
社)を

建
て
た
の
が
こ
の
神
社
の
発
端
と
な

る
。そ
の
後
、
神
社
問
題
も
円
満
の
裡
に
解
決
し、
明
治三
十
六
年
一
の
坂
に
滝

川
神
社
を
建
立し
た
た
め、
明
神
町
の
社
祠
は
衰
微
の
途
を
辿
っ
た
が、
こ
れ

を
遺
憾
と
す
る
有
志
が
集
い、
私
財
を
投
じ
て
明
治
四
十
四
年
に
京
都
伏
見
稲

荷
神
社
の
分
霊
を
奉
遷
し
「稲
荷
神
社
」
と
呼
称
し
、
遊
郭
地
区
を
中
心
に、

市
街
地
の
一
部、
空
知
太
・
砂
川
・
新
十
津
川
方
面
の
崇
敬
者
に
よ
り
運
営、

隆
盛
を
き
わ
め
た
。
そ
の
後、
市
街
地の
急
速
な
発
展
によ
り
、
憩
い
の
場
と

し
て
の
公
園
設
置
の
必
要
性
か
ら
大
正
初
期
に
移
転、
相
馬
妙
見
中
村
神
社
の

分
霊
を
合
祀
し
て
「稲
荷
相
馬
神
社」
と
そ
の
名
前
を
変
え
た
。

戦
後、
諸
般
の
理
由
から
、
昭
和二
十
二
年
「沿
岸
神
社」、

更
に
「沿
岸

相
馬
神
社
」
と
し
て
の
変
遷
が
あ
り、
最
終
的
に
は
昭
和
四
十
一年
に、
香
川

県
善
通
寺
市
の
日
本
一
社
交
通
神
社
の
分
霊
を
合
祀、
空
知
町三
丁
目
空
知
自

動
車
学
校
用
地
内
に
社
殿
建
立
遷
座
し
、
「空
知
交
通
神
社」
と
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

出
雲
神
社
跡(江

部
乙
町
西
十
八
丁
目
)

(滝
川
市
史
跡
第
四
十
九
号
昭
和
六
十
二
年
標
柱
建
立)

明
治
三
十
二
年
ご
ろ、
当
時
こ
の
地
方
の
主
要
農
産
物
で
あ
る
小
豆
・
菜
豆

等
に
害
虫
が
お
び
た
だ
し
く
発
生
し、
移
住
後
日
の
浅
い
農
家
は
適
切
な
予
防

法
を
知ら
ず、
蔓
延
す
る
に
ま
か
せ
困
却
し
疲
弊
す
る
に
至
っ
た
。

そ
こ
で
屯
田
兵
共
有
財
産
の
共
有
地
に
入
植
し
た
小
作
人
ら
が
害
虫
駆
除
す

る
方
法
を
協
議
し
た
結
果、
当
時
音
江
村
須
麻
馬
内
部
落
の
有
志
と
は
か
り
、
出

雲
神
社
に
害
虫
駆
除
す
る
た
め
神
霊
を
受
け
た
が、
鎮
座
所
が
な
い
た
め、
巌

沢
神
社
に
合
祀
し
た
と
こ
ろ、
神
徳
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
か
害
虫
は
急
激
に
減

少
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
巌
沢
神
社
の
御
神
霊
は
天
照
大
神
で
あ
り
合
祀
が
許
さ
れ
な
い
た

め、
明
治三
十
五
年
十
八
丁
目
の
屯
田
兵
共
有
財
産
三
反
歩
の
寄
付
を
受
け、

こ
こ
に
奉
遷
し
て
農
民
永
久
の
守
護
神
と
し
て
奉
斎
し
て
き
た。
こ
れ
が
本
神

社
の
縁
起
で
あ
る
。
大
正
十
三
年
神
殿
を
改
築
祭
典
を
続
け
て
き
た
が、
昭
和
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四
十
七
年
江
部
乙
神
社
に
祭
神
を
合
祀
し
て
現
在
に
至
って
い
る。

7
産
業
・
経
済
・
そ
の
他
に
関
す
る
資
料

帝
国
製
麻
株
式
会
社
滝
川
製
線
工
場
跡
(緑
町
四丁
目
二
番
ふ
れ
あ
い
広
場
内)

(滝川
市
史
跡
第二
十二
号
昭
和
五
十二
年
標
柱
建
立)

帝
国
製
麻
株
式
会
社
は、

日
本
製
麻
(株)
と
北
海
道
製
麻
(株)
が
明
治
四

十
年
合
同
し
新
設
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。
大
正
五
年、
現
在
の
滝
川
高
校
の
敷

地
と
、
そ
の
西
側
の
土
地
に
滝
川
製
線
工
場
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
が、
そ

の
敷
地
は
二
三
町
五
畝(約二三

ヘク
ター
ル)に

及
び
、
工
場も
当
時
滝
川
で
は

誇
る
べ
き
も
の
で
あ
った。

し
か
し
、
この
工
場
も
時
代
の
推
移
に
伴
い
亜
麻

の
生
産
が
減
退、
原
料
集
荷
が
困
難
と
な
り、
大
正
十
四
年
で
閉
鎖
の
や
む
な

き
に
至
った
。

明
治
二
十
三
年、
屯
田
兵
が
移
住
し
て
以
来、
大
隊
本
部
で
は
各
屯
田
兵
村

の
前
例
に
な
ら
い
栽
培
の
容
易
な
亜
麻
の
生
産
を
奨
励
し
た
。
そ
の
結
果、
翌

二
十
四
年
の
亜
麻
生
産
量
は
一
万
六
、
七
一
九
斤
(
約一
〇
・〇
三
トン)に

達
し

た
。
特
に、
明
治
三
十
年
ご
ろ
に
新
十
津
川
村
に
製
線
工
場
が
設
立
さ
れ
て
か

ら
は
い
っ
そ
う
生
産
量
が
増
え
た
。
一時
夜
盗
虫
の
大
発
生
に
よ
り
生
産
中
止

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
正
三
年
第
一
次
世
界
大
戦
が
ぼ
っ発
後、
急
激
に

需
要
が
増
加
し
、
価
格
も
暴
騰
し
た
た
め
再
び
生
産
を
開
始、
大
正
五
年
に
は

作
付
面
積
五
三
〇
町
歩
に
達
し、
生
産
高
も
三
五
万
斤
(約二

一〇
ト
ン)と

飛
躍

的
に
増
大
し
た
。
こう
し
た
こ
と
か
ら
大
正
五
年
に
滝
川
に
製
綿
工
場
が
設
立

さ
れ
たも
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し、
こ
の
好
況
も
長
く
は
続
か
な
か
った
。

大
正
七
年
ド
イ
ツ
の
降
伏
に
よ
り
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
そ
の
後
世
界
的
な

第
四
章
文
化
財
・
史
跡

不
景
気
が
到
来、
ま
た
一
方
で
は、
大
正
十
年
空
知
土
功
組
合
灌
漑
溝
工
事
が

完
了
し
、
音
江
・
江
部
乙
・
滝
川
の
農
地
が
水
田
耕
作
に
切
り
替
え
ら
れ
る
に

つ
れ
て
亜
麻
の
生
産
は
減
り
原
料
の
集
荷
が
困
難
と
な
っ
た
た
め、
こ
の
製
線

工
場
も
創
業
以
来
一
〇
年
を
経
ず
し
て
閉
鎖
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。

旭
川
電
気
株
式
会
社
滝
川
火
力
発
電
所
跡
(栄
町
一
丁
目
一
番
株
式
会
社
ほ
く
さ
ん
敷
地)

(滝
川
市
史
跡
第二
十三
号
昭
和
五
十三
年
標
柱
建
立)

滝
川
で
初
め
て
電
灯
が
と
も
さ
れ
た
の
は
大
正
三
年
九
月
一
日
の
こ
と
で、

そ
れ
も
栄
町
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
った
。
市
街
地
区
で
は
そ
の
前
の
年
か
ら
、

火
力
発
電
所
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
あ
っ
た
た
め、
滝
川
の
点
灯
権
を

獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
旭
川
電
気
株
式
会
社
が
大
正
三
年
三
月
から
工
場
を

建
設
し
た
の
で
あ
る
。
翌
大
正
四
年
に
は、
砂
川
町
や
新
十
津
村
の
一
部
に
も

送
電
を
拡
張
し
た。
電
灯
の
便
利
さ
を
知
っ
て
点
灯
を
希
望
す
る
人
が
意
外
に

多
く
な
った
ので
、
大
正
六
年
富
士
製
紙
株
式
会
社
電
気
部
に
経
営
を
移
し
電

力
を
増
加
し
た
。
大
正
七
年
八
月
に
は、
野
花
南
水
力
発
電
所
が
竣
工
運
転
を

開
始
し、
滝
川
・
砂
川
・
新
十
津
川
の
事
業
区
域
を
譲
り
受
け
て
経
営
し
て
い

た
が
、
大
正
八
年
富
士
製
紙
電
気
部
が
独
立
し
て
不
二
電
気
株
式
会
社
と
改
称

し、
滝
川
火
力
発
電
所
は
閉
鎖
さ
れ
た。
な
お、
大
正
十
年
に
は
各
電
気
会
社

が
統
合
し
て
北
海
道
電
灯
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ、
従
来
の
営
業
を
受
け
継
い

で
いる
。

私
立
滝
川
病
院
跡(一

の
坂
町
東
一丁
目
五
番)

(滝
川
市
史
跡
第
四
十
三
号
昭
和
五
十
九
年
標
柱
建
立)

滝
川
の
市
街
地
区
開
業
医
は、
明
治
三
十
年
三
月
に
屯
田
一
等
軍
医
正
大
竹

康
造
(後
に
一
級
町
村
制の
初
代
村
長
と
初代
町
長
を
勤
め
た)が

官
を
辞
し
、
広
小
路
五

丁
目
で
診
療
に
あ
た
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
三
人
の
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医
師
が
来
滝
開
業
し
て
い
る
が、
この
中
で
明
治
四
十
一
年
に
一の
坂
で
開
業

し
た
門
山
周
通
は
滝
川
で
初
の
町
医
と
し
て
嘱
託
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
昭
和
六

十
二
年
の
N
H
K
テ
レ
ビ
小
説
「チ
ョ
ッち
ゃ
ん」
の
原
作
者
黒
柳
朝
の
実
父

で
あ
り、
ド
ラ
マ中
の
北
山
医
師
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
。

こ
の
私
立
滝川
病
院
は、
現
在
の
総
合
病
院
的
存
在
で、
一
般
開
業
の
病
院

と
し
て
は
規
模、
設
備
等
す
ぐ
れ、
大
正
二
年
版
の
滝
川
町
発
展
史
に
も
「田

舎
の
病
院
と
し
て
は
立
派
な
る
も
の
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。

創
設
者
は
新
十
津
川
村
下
徳
富
の
玉
置
里
見
で、
明
治
四
十
五
年三
月
に
開

業
し
た
。
建
坪三
一
四
・
五
坪、
患
者
収
容
定
員
三
二
名、
医
師二
名、
調
剤

師
一
名、
看
護
婦
六
名、
そ
の
他
五
名
の
合
計
一四
名
の
陣
容
で
あ
っ
た
。

大
正
元
年
末
の
調
査
で
は、
入
院
患
者二
六
八
名、
外
来
四、
三
八
〇
名
と

い
う
盛
況
ぶ
り
で
あ
った
。
ま
た、
そ
の
経
営
も
当
時
の
病
院
で
は
余
り
例
の

な
い
株
式
会
社
組
織
で、
玉
置
里
見
が
代
表
で
あ
った。

開
業
後
数
年
は
順
調
で
あ
った
が、
大
正
六
年
運
営
上
支
障
が
あ
っ
て
、
病

院
を
閉
鎖、
建
物
は
売
却
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
な
お、
最
後
の
病
院
長
で
あ
っ

た
寒
河
江
巧
が
滝
川
病
院
の
名
称
を
受
け
継
ぎ
、
広
小
路
八
丁
目
(現
本
町
一
丁

目
五
番
)
で
開
業
し
た
が、
創
設
者
の
玉
置
は
翌
大
正
七
年
に
一
家
を
挙
げ
て
ブ

ラ
ジ
ルの
サ
ンパ
ウ
ロ
に
移
住
し
た。

江
部
乙
屯
田
兵
村
桜
並
木
跡(江

部
乙
町
東
九
丁
目
熊
穴
川
付
近
)

(滝
川
市
史
跡
第
四
十
七
号
昭
和
六
十
一年
標
柱
建
立)

国
道
十
二
号
江
部
乙
町
九
丁
目
の
信
号
か
ら
東
に
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
ん
で

右
折
す
る
と
、
ゆ
る
い下
り
坂
が
あ
り、
そ
の
降
り
口
の
右
側
に
こ
の
碑
が
建

って
いる
。
こ
の
東
裏
通
り
と
言
わ
れ
る
道
路
の
両
側
に
桜
並
木
が
あ
っ
た
。

こ
の
桜
が
い
つ植
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は、
今
は
そ
れ
を
知る
人
も
なく

定
か
で
は
な
い。
一説
に
は、
明
治二
十
七
年
の
兵
村
移
住し
た
時
に、
各
兵

屋
の
入
口
に二
本
ず
つ
植
え
た
も
の
と
言
う
し
、
ま
た、
あ
る
人
は、
日
露
戦

争
の
凱
旋
記
念
と
し
て
明
治三
十
九
年
に
植
え
た
も
の
だ
と
も
言
って
い
る
。

確
固
た
る
記
録
も
な
く、
今
は
屯
田
兵
時
代
に
植
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
以
外
に
知
る
す
べ
は
な
い。
と
に
か
く
、
明
治
の
末
か
ら
昭
和
十
年
代
ま

で
の
間、
毎
年
春
に
な
る
と
道
の
両
側
に
桜
の
花
の
ト
ン
ネ
ル
が
美
し
く
、
近

隣
在
郷
から
大
勢
の
花
見
客
で
賑
わ
ったと

は
古
老
の
お
話
で
あ
る
。

ま
た、
近
く
に
は
熊
穴
川
の
清
流
が
あ
り
、
ざ
り
が
に
や
魚
も
多
く、
子
ど

も
た
ちの
格
好
の
遊
び
場
で
も
あ
り
、
北
辰
小
学
校
の
春
の
遠
足
場
所
で
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
は、
そ
の
桜
も
老
化し
て
そ
の
姿
も
な
く、
年
を
経
た

巨
大
な
オ
ン
コ
の下
に、
桜
並
木
の
跡
を
示
す
石
碑
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
。な
お、
郷
土
の
生
ん
だ
日
本
画
の
巨
匠
で、
名
誉
市
民
第
一号
で
も
あ
る、

岩
橋
英
遠
画
伯
が、
故
郷
の
桜
並
木
が
懐
し
く
、
今
一
度、
故
郷
に
桜
並
木
を

造
り
た
い
と
多
額
の
寄
付
を
し、
市、
並
び
に
地元
有
志
が
一
体
と
な
っ
て、

丸
加
山
を
中
心
と
し
た
場
所
に
桜
を
移
植
す
る
計
画
が
進
ん
で
い
る
。

仁
木
他
喜
雄
家
跡(東
滝
川町
J
R
東
滝川
駅
前)

(滝
川
市
史
跡
第
五二
号
平
成
元
年
度
標
柱
建
立)

仁
木
他
喜
雄
は、
明
治三
十
四
年
十
一
月
十
四
日、
当
時
の
札
幌
郡
篠
路
兵

村
で、
父
与
恵
蔵、
母
他
喜
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た。
そ
の
翌
年、
一家
は

東
滝
川
に
移
住
し、
父
は
小
泉
農
場
支
配
人
の
傍
ら
農
業
に
従
事
し
た
。

他
喜
雄
は
家
庭
の
都
合
で
、
札
幌
の
白
石
小
学
校
と
幌
倉
小
学
校
(現東
栄
小

716



学
校)
に
在
籍
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。
小
学
校
四
年
の
時、
母
を

失
い、
家
業
を
助
け、
幼
い
弟
妹
の
面
倒
を
み
た
り
し
て
苦
労
し
た
よ
う
で
あ

る
。小
学
校
五
年
で
中
退
し
、
札
幌
の
小
泉
商
店
の
店
員
を
経
て
帰
郷
し
農
業
に

従
事
し
た
が、
生
来
の
音
楽
好
き
か
ら
大
正
三
年
に
音
楽
家
を
志
し
て
滝
川
を

離
れ
た。
小
樽
の
森
音
楽
学
校
に
学
ん
だ
後、
欧
米
航
路
の
客
船バ
ン
ド
に
加

わ
り
本
格
的
な
ジ
ャ
ズ
楽
士
と
な
る。
そ
の
後、
山
田
耕
作
・
近
衛
秀
等
の

知
遇
を
得
て、
新
交
響
楽
団(N
響
の
前身)に

入
り、

更
に
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
の

専
属
と
し
て
歌
謡
曲
の
作
曲、
編
曲
に
従
事
し
、
数
多
く
の
作
曲
を
し
て
い

る
。
数
多
い
作
曲
の
中
で
、
上
海
夜
曲、
別
れ
ても
、
高
原
の
月
、
悲
し
き
竹

笛
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が、
特
に
昭
和
十
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「め
ん
こ
い
仔

馬
(サ
ト
ー
・
ハチ
ロー
作・
唱二
葉
あき子)」

は、
当
時
全
国
を
風
靡
し
て
愛
唱
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和三
十
三
年
東
京
で
死
去
。

<
資
料
仁
木
他
喜
雄
顕
彰
歌
碑
建
立
記
念
コン
サー
ト
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

及
び、
土
井
恒
隆
調
査
資
料
よ
り
>

こ
う
し
た
郷
土
出
身
の
著
名
な
作
曲
家
の
存
在
を
知
った
東
滝
川
の
住
民
は

仁
木
他
喜
雄
を
顕
彰
す
べ
く
、
仁
木
他
喜
雄
顕
彰
歌
碑
建
立
期
成
会
(会長

井上

正
雄)
を
組
織
し
、
平
成
二
年
の
滝
川
市
開
基
一
〇
〇
年
記
念
の
協
賛
事
業
と

し
て
有
志
か
ら
寄
付
金
を
募
り
、
ま
た
、
北
の
生
活
文
化
振
興
事
業
と
し
て
の

補
助
も
得
て、
東
滝
川
駅
前
に
仁
木
他
喜
雄
顕
彰
歌
碑、
通
称
「め
ん
こ
い
仔

馬
の
碑
」
を
建
立
し
た
。
歌
碑
は、
仁
木
他
喜
雄と
親
交
の
あ
っ
た
俳
優
の
森

繁
久
弥
が
碑
銘
を
揮
毫
し、
め
ん
こ
い
仔
馬
の
歌
詞
は二
葉
あ
き
子
が
書
き、

そ
の下
に
楽
譜
も
彫
り
こ
ま
れ
て
お
り、
押
し
ボ
タ
ン
に
よ
っ
て
内
蔵
さ
れ
た

第
四
章
文
化
財
・
史
跡

テ
ー
プ
で
メ
ロデ
ィ
が
流
れ
る
よう
に
な
って
い
る。
な
お、
除
幕
式
に
は
他

喜
雄と
ゆ
か
り
の
あ
る
二
葉
あ
き
子
も
参
列
し
て
い
る
。
こ
の
歌
碑
建
立
の
発

端
と
な
っ
た
の
は、
郷
土
史
家
の
土
井
恒
隆
の
史
跡
掘
り
起
こ
し
活
動
に
よ
る

こ
と
も
記
録
に
留
め
た
い。
な
お、
歌
碑
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
東
栄
小
学
校
教
頭

川
西
勝
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
三節

記
念
碑
・
記
念
像
等

第
一
節
の
滝
川
市
文
化
財
や、
第
二
節
の
史
跡
標
柱
の
ほ
か
に、
市
内
に
は

公
共
団
体
を
は
じ
め
民
間
・
宗
教
団
体
あ
る
い
は
個
人
が
建
立
し
た
記
念
碑
や

記
念
像、
モ
ニ
ュ
メン
ト
な
ど
が
数
多
く
あ
る
。

こ
れ
ら
は、
い
ず
れ
も
滝
川
市
発
展
の
過
程
を
探
る
う
え
か
ら
も
貴
重
な
史

跡
で
あ
る
。
現
市
史
上
・
下
巻
に
は、
こ
う
し
た
史
跡
に
つ
い
て
各
編
章
節
の

中
で
関
係
し
た
分
に
つ
い
て
そ
の
都
度
と
り
あ
げ
記
載
し
て
い
る
が、
ま
と
め

た
記
述
は
な
い。
本
巻
で
は、
こ
れ
ら
史
跡
な
ど
を
一
括
し
て
と
り
ま
と
め
、

今
後
の
史
跡
研
究
の
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
つ
と
め
た
。

ま
た、
本
節
で
は、
農
業
関
係
を
除
い
て
集
録
し、
そ
の
分
類
も
地
域
別
と

し
て
史
跡
め
ぐ
り
、
観
光
な
ど
の
便
宜
を
は
か
った
。
な
お
、
農
業
関
係
に
つ

い
て
は、
そ
の
数
も
多
い
の
で
第
四
節
に
集
約
し
て
い
る
。

1
空
知
太
地
域

国
木
田
独
歩
の
碑

滝
川
公
園
の
中
央、
池
の
ほ
と
り
に
建
て
ら
れ
て
い
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